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新型インフルエンザ対策の臨時休業に伴う保育料等の取扱いについて 

 

  

新型インフルエンザの感染拡大防止及び児童の健康を守るため、保育所、放課後児

童クラブ、幼稚園について５月１８日（月）から２２日（金）まで臨時休業とした。   

これに伴い、休業期間にかかる保育料等について、下記のとおり取り扱うこととする。 

 

【臨時休業の状況】 

○休業期間  ５月１８日（月）～２２日（金）  ５日間 
○対象施設  保育所（公私立）２３園、放課後児童クラブ ２３カ所 

         市立幼稚園 ２７園 
 
 

１．保育所保育料 

保育所の休業期間５日分の保育料を減免する。 
・減免対象者数   １，５４５人   （入所者数１，６４６人） 
・保育料減免額   ６００円～１０，０００円 

（月額保育料：世帯の階層区分ごとの金額 ０円～５０，０００円） 
    
２．放課後児童クラブ使用料 

放課後児童クラブの休業期間５日分の使用料を減免する。 
    ・減免対象者数  ８７７人 
    ・使用料減免額  小学生 １，７５０円 （月額使用料７，０００円）  
             幼稚園児  ７５０円 （月額使用料３，０００円） 
              ※16：00 以降利用する幼稚園児は、小学生と同額。 
 
３．幼稚園保育料 

   幼稚園の休業期間の保育料は減免しない。 
休業期間の教育時間を夏休み等に振り替え、時間を確保する。 

（園児数７１２人・月額保育料５，５００円） 
        
４．臨時休業に伴う減免総額（見込み）  

区 分 減免対象者数 減免総額(見込み) 
保育所保育料 １，５４５人 ７，２８８千円 
放課後児童クラブ使用料 ８７７人 １，３４２千円 

合 計 ２，４２２人 ８，６３０千円 
 
 

〔問合せ〕市教育委員会こども育成課（課長；橋本）℡29－0053 


